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午前１０時００分 開議 

○平松委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和３年度決算審査特別委員

会、第６回目を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日は、教育委員会の教育総務課、学校教育

課、生涯教育課、スポーツ振興課、学校給食セ

ンターの予定です。 

 初めに、教育総務課の聞き取りを行います。 

 教育総務課長、お疲れさまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

します。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的内容については、

特段の説明のない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、教育総務課長、お願いします。 

○俉楼教育総務課長 それでは、教育総務課の

決算審査資料について御説明をしてまいりま

す。 

 まず、共通様式のほうから御説明をしてまい

ります。 

 まず、ナンバーの１、継続事業で、事業決算

名が教育委員会費でございます。当初予算２０

０万６,０００円に対しまして、補正予算で１８

万円を減額し、予算現額１８２万６,０００円に

対しまして、支出済額１６１万２,２５７円、不

用額は２１万３,７４３円で、執行率は８８.３

％でございます。決算内容は記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、ナンバーの２、継続事業で、事業決算

名が事務局費（学校庶務）でございます。当初

予算が４６７万円、補正により１１万６,０００

円を増額、流用により１０万１,０００円を減額

し、予算現額４６８万５,０００円に対し、支出

済額４４９万５,９３０円、不用額は１８万９,

０７０円で、執行率は９６％でございます。 

 決算内容は記載のとおりですが、峠下地区生

徒通学定期券購入費、スクールバス運行事業の

スクールバス運行業務委託料の予算不足のた

め、それぞれ５万円、５万１,０００円を流用し

てございます。 

 次に、ナンバーの３、継続業務で、事業決算

名は対外競技参加費でございます。令和３年度

はコロナ禍にあったことから、当初予算額は予

算化せず、状況を見て予算を措置する方針で

あったため、当初予算はなしで、補正により４

００万８,０００円を予算現額としてございま

す。支出済額は４００万７,４５０円、不用額は

５５０円で、執行率は１００％でございます。 

 決算内容は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバーの４、継続事業で、事業決算

名が事務局費（教育助成）でございます。当初

予算１２３万７,０００円に対しまして、補正予

算で７,０００円を減額し、流用により５万円を

増額し、予算現額１２８万円に対しまして、支

出済額１２６万８,５５０円、不用額は１万１,

４５０円で、執行率は９９.１％でございます。 

 決算内容は記載のとおりでございますけれど

も、決算内容のうち、１１の役務費について

は、学校教育課所管分ということで、教育総務

課の所管分は１８の負担金、補助及び交付金と

いう内容でございます。 

 次に、ナンバーの５、継続事業で、事業決算

名は学校教育公用車管理費でございます。当初

予算３８万９,０００円に対しまして、補正予算

により５万５,０００円を増額し、予算現額４４

万４,０００円に対しまして、支出済額が３６万

５,０１５円、不用額は７万８,９８５円で、執

行率は８２.２％でございます。決算内容は記載

のとおりでございます。 

 次に、ナンバーの６、継続事業で、事業決算

名は教員住宅管理費でございます。当初予算６

５６万４,０００円に対しまして、補正予算で３

０万３,０００円を減額し、予算現額６２６万

１,０００円に対しまして、支出済額が６１２万

１,２０６円、不用額は１３万９,７９４円で、

執行率は９７.８％でございます。 

 決算内容は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバーの７、新規事業で、事業決算

名はＰＣＢ廃棄物処分事業費でございます。当

初予算１,８５０万円に対しまして、補正予算で
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９１２万８,０００円を減額し、予算現額９３７

万２,０００円に対しまして、支出済額が９３７

万２,０００円、不用額はなく、執行率は１００

％でございます。 

 事業目的は、学校及び教育施設のＰＣＢ廃棄

物の処分になりますが、決算内容は記載のとお

りでございます。 

 次に、ナンバーの８、継続事業で、事業決算

名が校舎等営繕費(小学校)でございます。当初

予算３,５０３万１,０００円に対しまして、補

正予算により１,０４７万円を増額し、予算現額

４,５５０万１,０００円に対しまして、支出済

額４,５４４万４,０４８円、不用額は５万６,９

５２円で、執行率は９９.９％でございます。 

 決算内容は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバーの９、新規事業で事業決算名

は校舎等営繕費(臨時交付金事業)でございま

す。６月の補正により４７８万５,０００円を増

額して、９月補正で１９万８,０００円を減額

し、予算現額４５８万７,０００円に対しまし

て、支出済額が４５８万７,０００円で、不用額

はなしで、執行率は１００％でございます。 

 事業の内容としては、七重小学校の女子トイ

レ６基の便器を洋式化するというものでござい

ます。決算内容は記載のとおりでございます。 

 なお、この業務については、特定財源とし

て、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金として４１６万４,０００円を充当して

行う事業でございます。 

 次に、ナンバーの１０、継続事業で事業決算

名は校舎等営繕費(中学校)でございます。当初

予算２,７６５万７,０００円に対しまして、補

正予算により２４３万８,０００円を増額し、予

算現額３,００９万５,０００円に対しまして、

支出済額３,００５万９,９５１円、不用額は３

万５,０４９円で、執行率は９９.９％でござい

ます。 

 次に、様式２の令和３年度予算流用５万円以

上及び予備費の充用の状況について御説明申し

上げます。 

 ４点ございますが、１点目でございます。大

沼岳陽学校の温水循環ポンプの修繕に伴い、修

繕費が不足したため、手数料から需用費の修繕

料に５万１,０００円を流用してございます。 

 ２点目でございます。大中山中学校の漏水に

よる配管修繕のため、修繕費が不足したため、

原材料費から需用費、修繕料に８万２,０００円

を流用でございます。 

 ３点目でございます。峠下地区生徒通学定期

券購入費の予算不足のため、事務局費(教育助

成)の役務費に５万円を流用でございます。 

 最後になります。スクールバス運行業務委託

料、予算不足のため、事務局費(学校庶務)の負

担金、補助及び交付金からスクールバス運行費

の委託料に５万１,０００円を流用でございま

す。 

 続きまして、追加要求資料の説明をしてまい

ります。 

 まず、資料の１、七飯町育英基金の貸付返済

状況の内訳について御覧いただきたいと思いま

す。 

 (１)は、基金の状況で、令和３年度の期首の

原資１,０１６万１,６０６円、基金利息とし

て、繰入れが５６２円、貸付金が１４０万４,０

００円、償還金が２００万８００円、未償還額

が１,２７８万円で、基金総額が２,３５３万８,

９６８円でございます。 

 (２)は、貸付金額の内訳になりまして、貸付

金１４０万４,０００円の内訳としまして、大学

就学に２件で５４万円、高校、専修学校就学に

４件で８６万４,０００円でございます。 

 (３)は、償還金の内訳で、令和３年度償還金

２００万８００円の内訳としまして、現年分が

３１人で１０５万円、滞納繰越し分が８件で４

１万８００円、繰上償還分として２件で５４万

円でございます。 

 (４)は、未償還額の内訳でございます。令和

３年度未償還額１,２７８万円の内訳として、現

年分が１１件、４５万８,４００円、滞納繰越し

分が１０人分で１１６万１,６００円、納期未到

来分として４７名、１,１１６万円ということで

ございます。 

 次に、資料の２、大中山小学校体育館電気暖

房に関する資料について御説明申し上げます。 
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 まず、七飯町立大中山小学校改築整備事業基

本計画を御覧いただきます。 

 敷地等の状況、児童数の推移などを踏まえ、

大中山小学校の改築に当たり、基本的な考え

方、施設の整備方針を示したもので、平成２５

年４月に作成したものでございます。 

 この計画では、１ページから２ページは敷地

及び敷地調の現状、２ページから３ページは児

童数の推移、３ページから４ページは、改築に

おける基本構想、４ページから６ページが改築

の基本的な考え方、施設全体の整備方針、６

ページから８ページが施設全体の整備方針を記

載してございます。 

 特に、改築の基本的な考え方の中には、災害

発生時には応急避難場所としての役割を果たす

重要な施設となっていること。 

 ５ページ中段の２)学校施設の性能や機能が充

実した学校づくり、⑥で省エネルギー化、自然

エネルギーの活用などが図られた施設整備を行

う。⑦で、ランニングコストの縮減を図るため

に光熱水費の縮減や施設維持管理等のメンテナ

ンスのしやすさにも配慮し、施設の長寿命化を

図れる施設整備を行うとしてございます。 

 次に、９ページ、体育館等暖房方式検討書を

御覧ください。 

 設計時に、体育館の暖房方式について、遠赤

外線放射暖房設備、灯油とプロパンガスと土壌

蓄熱式床暖房、電気の三つの方式を検討したも

のをまとめたものでございます。 

 資料の左から遠赤外線放射暖房設備(灯油)、

遠赤外線放射暖房設備(プロパンガス)、土壌蓄

熱式床暖房(電気)の比較となっております。 

 左にあります遠赤外線放射暖房設備(灯油方

式)では、上から設備工事費、年間暖房費、維持

メンテナンス費とあり、災害時の対応では、屋

外に設置した発電機により電源供給を行い、機

器を運転する。燃料業者による燃料の安定供給

が必要としております。 

 備考になりますが、選考した方式の中では、

年間の暖房費が最も安い。壁面積に設置する暖

房機の温風暖房のため室内の温度にむらが出

る。３０年で１,０２２万６,０００円の維持メ

ンテナンス費がかかる。給排気筒が必要なた

め、グラウンド側の設置には工夫が必要である

などの特徴を記載してございます。 

 真ん中の遠赤外線放射暖房設備(プロパン方

式)では、災害時の対応は灯油と同じ内容でござ

います。 

 備考では、年間暖房費は、選考を行った方式

の中で最も高くなる。灯油と同様に壁面積に設

置する暖房機の温風暖房のため、室内の温度に

むらが出る。３０年間で１,０２２万６,０００

円の維持メンテナンス費がかかる。給排気筒が

必要なため、グラウンド側の設置には工夫が必

要であるとなってございます。 

 右側の土壌蓄熱式床暖房(電気方式)では、設

備工事費が一番高くなりますが、維持メンテナ

ンス費用がほぼかかりません。災害対応では、

土壌に蓄熱されているため３日程度は室温を維

持することが可能でございます。停電が長期間

に及ぶ場合には、プライトヒーター等の対応が

必要となります。 

 備考では、電力情勢により暖房価格が不安定

であること。室内は均一に暖められるため快適

な暖房空間となる。暖房機が露出しないため安

全性に優れているなどの特徴が記載されてござ

います。 

 以上の内容などから、体育館等の暖房方式に

ついては、初期費用、運転費用等の経済性にお

いて一番安価であるということ。災害などの場

合においても暖房されているところを避難所と

して利用する際のメリットなども大きいことか

ら、土壌蓄熱式床暖房(電気方式)を採用してご

ざいます。 

 次の１０ページの上段は、９ページに記載し

た費用について、３０年間のコストとしてまと

めたものでございます。 

 下段の暖房方式検討時の条件を記載しており

ます。 

 (１)検討時の条件としましては、暖房面積、

外気温、室温、暖房期間、使用状況の条件を記

載してございます。使用状況としては、学校授

業で毎週月曜日から金曜日までの週５日で、時

間は７時から１５時までの８時間、そのほかの
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一般開放では、平成２５年度の学校開放の実績

から、土日は１０時から１７時までの７時間、

夜間は、週３日で１８時から２１時までの３時

間としてございます。 

 ちなみに平成２５年度は毎週火、木、金で３

時間程度、土日については７時間として、６種

目６団体の体育館の利用がございました。 

 (２)は、それぞれの暖房能力について整理し

たものでございます。遠赤外線暖房機の場合

は、１時間当たりに必要な約１５万キロカロ

リーのため８台の暖房機が必要となります。 

 土壌蓄熱式暖房の場合は、１時間当たりに必

要な１６３万キロワットのため、体育館床下に

電熱パネル４５５枚が必要となります。 

 次の１１ページから１２ページは、暖房のラ

ンニングコストとして、遠赤外線放射暖房設備

の灯油、プロパンガスの年間の暖房費を算定し

た資料になります。 

 １１ページは、平日の授業利用での算定、１

２ページは、土日、夜間の一般開放利用での算

定をしており、１２ページ右側に年間の暖房費

を記載しておりますが、灯油は１３２万５,００

０円、プロパンガスは２０４万６,０００円の暖

房費の算定となります。 

 次の１３ページから１４ページが土壌蓄熱式

床暖房方式の燃料費の算出資料でございます。 

 土壌蓄熱敷設容量計算書は、電気暖房の必要

となる敷設容量を計算したものでございます。

この方式では、一度暖まった空間の熱損失から

必要な電気料を算出しております。 

 まず、体育館の壁、窓、屋根等それぞれの熱

損失により、室内の熱損失を算出し、熱付加計

算によりパネルの利用を決定しております。 

 それを踏まえ、１５ページのランニングコス

ト予想計算書により、電力量、電気料金を算定

しております。この資料は、平成２６年５月に

作成されたもので、暖房方式を決める際の資料

でございます。この計算書において、年間の電

気料は１３８万２,８４５円、電力量として、右

下にありますとおり、９万５,３４８キロワット

アワーの算定でございます。 

 次に、１６ページを御覧ください。 

 体育館の暖房方式については、平成２６年８

月に土壌蓄熱式床暖房方式として決定されまし

たが、その後、北電の電気料の値上げがあり、

電気料金単価を入替え、併せて電気料金を縮減

するため、当初の電気契約容量の４５キロワッ

ト、１３キロワットを４５キロワット、１０キ

ロワットとして再計算した資料でございます。 

 この際の電気料の値上げでは、電気料金が

ホットタイム２２ロングでは、電気料が１１円

７０銭から１５円４０銭に３.７円の値上げ、

ホットタイム２２では、１２円１９銭から１５

円８９銭に３.７円の値上げでございます。この

際の１３キロワットから１０キロワットに変更

したことに伴う電力量の減は４,９３１.７キロ

ワットアワーで、削減効果は７万１,４９１円

で、電気料金値上げ分は３４万４,５３９円で、

差引き２４万６,５２３円の増額となってござい

ます。 

 次の１７ページは、大中山小学校年度別電力

量、電気料金一覧表でございます。平成２８年

度以降の数値を表にしたものでございます。 

 令和３年度の使用電力量は３５万６,４７７キ

ロワットアワーで、対前年比１０万５,７８４キ

ロワットアワーの減。電気料金は８２２万５,０

０６円で、対前年比８１万７,００６円の減でご

ざいます。 

 下の表は、平成２８年度以降の体育館のみの

電力量、電気料金を一覧にした資料でございま

す。 

 令和３年度の使用電力量は１２万３,０３３キ

ロワットアワーで、対前年比５万４,９８３キロ

ワットアワーの減、電気料金は２５０万４,０２

４円で、対前年比４８万４,７２５円の減でござ

います。 

 １８ページは、大中山小学校年度別、項目別

の電気料金を一覧にしたものでございます。学

校の電気料金について、一般使用電気、体育館

の暖房、校舎のトイレの暖房、プール、外灯、

交流広場ごとに集計したものでございます。 

 下の表は、令和３年度の各学校の燃料費別の

使用量、料金を一覧にしたものでございます。 

 大中山小学校の燃料費の合計は１,２２３万
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９,５５６円でございますが、施設面積で割り返

した面積になると１,４３２円ということで、一

番安価であります藤城小学校に次いで安い数値

となってございます。 

 最後になりましたけれども、大中山小学校改

築工事基本設計委託業務、基本設計説明書につ

いては、閲覧用として、そちらのほうに設置し

ておりますので御覧いただきたいと思います。 

 次に、町有地売払収入について御説明申し上

げます。 

 財政課から提出された追加要求資料を御覧い

ただきたいと思います。 

 表の一番下にある３の本町３丁目５６４番６

でございます。面積が３９３.７７平方メート

ル、売払代金は５５万５,０００円でございま

す。この土地は、七重小学校校長住宅として利

用されていた土地でございます。売払い先につ

きましては、資料に記載のとおりでございま

す。契約日は、令和３年４月３０日。収入日は

令和３年５月１９日でございます。相手方は、

隣地で住宅を所有している方でございまして、

昭和５１年８月に住宅の建設の際に町からこの

土地の一部を土地の利用の許可がされ、住宅へ

の入り口への導線となっており、それ以降引き

続き利用されているため、契約規則運用方針第

２の２の１の規定により、縁故のある者として

売却を行うこととしてございます。 

 なお、土地内には防火水槽、隣地にある町の

水道施設用地も含んだことから、分割の上、町

で活用しないところを売払いということでござ

います。 

 また、今回の売却地においては、教員住宅１

棟３４.５８平方メートル、詳細としては、コン

クリートブロック、亜鉛メッキ２階建ての昭和

４６年に建築した建物がありますことから、そ

れの解体費用分、また、測量費用分を除いて売

払代金を算定しているところでございます。 

 以上でございます。 

 簡単、雑駁でございましたが、教育総務課所

管の資料の説明は、以上でございます。 

○平松委員長 すいません。教育総務課長、最

後に土地の売払いの説明をした資料というのは

どれを言っているのか、もう一度説明をお願い

したいのです。 

○俉楼教育総務課長 財政課のほうから町有地

の売払収入として資料が提出されているところ

でございまして、その財政課の資料で七飯町全

部の販売をまとめたものですから、それを見て

いただきたいというものでございます。 

○平松委員長 ９日に財政課のところで出てい

たもの。 

 ありがとうございました。 

 それでは、教育総務課に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありますか。 

今日、基本設計に携わる資料がそちらのほう

に、閲覧ができる状態になっております。閲覧

をしてから質問する方がもしいるのであれば、

暫時休憩をいたしますけれども、いかがです

か。 

（「あります」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、暫時休憩いたしま

す。 

午前１０時２９分 休憩 

───────────── 

午前１１時１４分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 教育総務課長に対する質疑を引き続き行いた

いと思います。 

 質疑はありますか。 

 横田委員。 

○横田委員 追加資料の資料１、七飯町育英基

金の貸付返済状況についてなのですけれども、

ここの(３)償還額の内訳の中に、滞納繰越し分

４１万８００円ある。(４)の未償還額の内訳の

滞納繰越し分で、１２名で１１６万１,６００円

ということは、(４)は今までの、令和３年度以

外の分も入れて１１１万６,１６０円という考え

方でいいのかということと。 

 それから、大変くだらないことかもしれない

のですけれども、１８ページの大中山小学校の

令和３年度の各小中学校の燃料費別使用料とい

うところを見ると、プロパンの使用料を単価で
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割り返すと、七重小学校が単価が３,２７９円と

か、大沼の岳陽が１万４,７２４円とか、七飯中

学校が２万１,１９０円とか、そんな単価になる

のですか、この点をお聞きしたい。 

 もう１点、様式２の１の流用の中の３番目の

通信運搬費、峠下地域生徒通学定期券購入、予

算不足５万円、同じくスクールバスの運行業務

委託料で５万１,０００円。峠下小学校で生徒が

移ってきて、これというのは大体分かるのでは

ないですか、流用しないでもできるのではない

かと思うのですけれども、どうなのか。 

 同じくスクールバスのほうの業務委託料が不

足した内容がよく分からないので説明をお願い

したい。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 まず、育英基金の関係でございます。(３)は

償還金ということで、令和３年度については、

全体で２００万８００円の償還金があって、そ

のうち、令和２年度まで支払うべきもので、支

払ったのが滞納繰越し分として明記されてござ

いまして、その部分で４１万８００円というこ

とで、８人が償還されているということでござ

います。 

 (４)につきましては、未償還額の内訳とし

て、滞納繰越し分としては、令和２年度まで支

払うべきもので、総計で１１６万１,６００円、

１２名分が未償還として残っているというもの

でございます。 

 続いて、１８ページの資料については、学校

ごとの燃料費としてまとめたものでございまし

て、プロパンの立米数と金額だけ記載しており

まして、基本料金分と使用分と一緒に入ってお

りますので、そこの単価がそれぞれ幾らになっ

ているか、私のほうで資料の手持ちがございま

せんので何とも言えないのですけれども、実際

に支払った金額としてこの金額となっていると

いうことで御理解いただきたいと思ってござい

ます。 

 続いて、様式２の流用の関係でございます。

３番目にある峠下地区生徒通学定期券の関係で

ございますけれども、９月に、年度の途中で転

校してきたということでございます。私どもと

しては、当初予算は、峠下から七飯中学校に通

う生徒の分、びちびちで予算を取っていたとい

うことから、その際に支払うものがなかったの

で、その際に流用させていただいたものでござ

います。 

 スクールバス運行業務委託料について、その

際に予算不足があったということで流用させて

いただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 ふざけた答弁です。スクールバス

の運行業務委託料が不足したのは、業務委託料

が不足しましたからと、そういう説明というの

はあるのですか。議員を冒涜しているのではな

いですか。 

 峠下のものは、今までの実数でいきますと、

当然予算があるはずなのです。それを入れて計

算しないというのは、なぜそんなぎちぎちでや

らなくてはいけないのか理解できないのです。

そこのところの説明をお願いしたいということ

と。 

 先ほどのプロパンのところで、例えば基本料

金がありました。基本料金を入れて、七飯中学

校で２立米で５万３８０円。２立米ということ

は４.５キロぐらいですよね。年間に４.５キロ

ということは、４キロとすれば、１か月０.３し

か使わない。０.３しか使わないものに配管して

メーター器つけてやる必要があるのかどうか。

もっとお金かからない方法があるではないです

か、イワタニにの何とかと。そういうものを

使ってやるとか、工夫するということ。自分の

お金ではないからどうでもいいという感じです

ね。そういうところを本当に、町民から預かっ

ている税金をきちっと使うということをもっと

考えていただきたいと思います。 

 育英基金の件ですけれども、よく説明が分か

らないのですけれども、令和３年度の(３)の償

還額のうち償還してもらった中で、滞納繰越し

分が４１万８００円払っていただきました。そ

れを除いて１１６万１,６００円残っていますと
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いう考え方ですよね。 

 これってかなり期間が長く払っていただいて

いないとか、毎年お金が少なくても払ってくれ

ているという内容になっているのかどうか教え

ていただきたい。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 それでは、お答えしてま

いりますが、先ほどの流用の峠下地区の定期券

とスクールバスの部分、あと、プロパンの料金

については、学校教育課の所管の事務に、今

回、課を分けたものですから、まとめは私のほ

うで、小学校関係ということで出させていただ

いたのですけれども、詳細は、こちらのほうの

答弁ということで、御理解をいただきたいと思

います。 

 育英基金の関係でございます。今、滞納繰越

し分で残っている方が１２名いらっしゃいま

す。要因としては、仕事を辞めた、離職したと

いう方だとか生活保護を受けられたという方が

いるのと、少し遅れながらでも分納誓約をして

いただいている方が５名いらっしゃいます。１

年間離職したので１年間だけ猶予してください

という方が１名いらっしゃいます。そういう中

で、何とか遅れながらでも払っていただいてい

る方たちでございます。 

 ただし、２名につきましては、転出後、転居

先不明ということで連絡がつかない方もいらっ

しゃるので、ここら辺については、転出先のほ

うから情報だとか、戸籍の情報などで転居先を

しっかり把握した中で請求してまいりたいと

思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 １点だけ。共通様式３番目

で、対外競技参加費というところがあって、当

初予算はゼロですと。実際補正で、必要が出て

くる都度やったという流れがあって、本来当初

予算にきちっと計上してやっていくべきもので

あると思うのですけれども、こういうやり方を

１年間やって、何か不都合というものがなかっ

たのかどうかというのと。結局どのくらいの人

数というか団体というか、どのぐらい支援した

のか、そこのところをやって、対前年比どうい

う推移だったのかというところを教えてくださ

い。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 令和３年度におきまして

は、当初予算なしということでさせていただい

ております。ただし、６月議会におきまして、

３００万円を追加で補正しておりまして、７月

にも１００万円の追加ということで進めてござ

います。中体連におきましては、７月、８月に

なりますので、６月の議会で十分間に合ったと

ころでございます。 

 令和３年度の実績といたしましては、全国大

会が七飯中学校の男子卓球部が出場したという

ことで支援をしてございます。全道大会におき

ましては８件、七飯中学校の陸上、卓球、新体

操、ソフトボール、大中山中学校においては、

陸上、卓球、柔道、駅伝、バドミントン等で全

道大会に支援しているということでございま

す。 

 そのほか渡島地区大会においても七中、大中

山中、岳陽学校、それぞれの学校で陸上、バス

ケット、吹奏楽等で支援をしているということ

で、大会数としては全部で１８大会に対して支

援をしているところでございます。 

 大変申し訳ありません。令和２年度の実績を

持ち合わせておりませんので、令和３年度の実

績として報告をいたします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ。育英基金の貸付けにつ

いてですけれども、６人の１４０万円貸し付け

していますけれども、この中で年度途中に貸し

付けた人員はどのぐらいいるのか教えていただ

きたいと思います。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 令和３年度においては、

５名が４月で、５月に１名ということで６名と

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 
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○田村委員 この５月というのは、何か理由が

あるのかというのと。 

 それから、令和３年度については、年度途中

でも柔軟に対応しますという考え方で進んでき

たのですけれども、具体的にどういった周知を

したのか、そこも併せて教えてください。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 理由としては、このケースについては、令和

２年度も町の育英基金を使用している方だった

のですけれども、申請の時期を失念していたと

いうことで、４月末に申請されて５月に決定し

たということでございます。 

 年度途中から使えるようになった周知等の対

応でございますけれども、町のホームページだ

とか、町のほうでつくっている育英基金のパン

フレットにおいて、年度途中でも活用できると

いうことで周知を図っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 直接町民に対してはホームページ

ぐらいしかないですね、育英基金のものは。要

は委員会に来ないと駄目だとか何とかという、

それでなければ目にできないと。そういうこと

を考えると、もっと、例えば広報だとか様々な

形で、趣旨というのは、コロナの経済的な部分

で大変だということで年度途中という考え方で

やっている話ですから、そこら辺もう少し周知

の方法というのですか、そこら辺もどうなのか

ということと。 

 それから、これについては、今後もずっと年

度途中という考え方を堅持していくのか、そこ

ら辺も併せて教えてください。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 委員おっしゃるとおり、これは育英基金を

知っていただく、使われた何ぼだというもので

ございますので、周知については、今はホーム

ページ上でございますが、今おっしゃられた広

報だとか、例えば中学生が高校生に上がる段階

で学校の子供たちに周知するという方法も、今

後は、知っていただくために広く考えていきた

いと思ってございます。 

 また、年度途中での対応についても、今後も

いろいろなケースで年度途中から必要になる方

もあると思いますので、そこら辺も柔軟に対応

していきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ２点ほどお願いします。 

 今、育英基金のことで質問ありましたけれど

も、育英基金に関して、七飯町の場合の貸付け

は、例えば高校、専修関係と大学、短大と、そ

れぞれ基金の貸付金額が違うのかどうか、それ

について、金額を確認したいということと。 

 それから、育英基金ですから、基本的には利

子はかけていないのではないかと思うのです

が、利子はどうなっているのか。 

 それから、償還は何年でやることになってい

るのかということと。 

 先ほど住所不明者も発生したという状況もあ

りますので、最終、回収ができない場合、不納

欠損というがこれまであったのかどうか、ま

た、今後はどうなのか、その辺についてお伺い

します。 

 それから、２点目です。ナンバー７の資料の

ほうなのですけれども、学校及び教育施設での

ＰＣＢ廃棄物が発生して、その処理に９３７万

円という大きなお金が使われているわけですけ

れども、これに関して、発生源といいますか、

どんな状況でこういったＰＣＢの発生があるの

か。そしてまた、今後も発生する可能性のある

ものなのか、その辺について説明していただき

たいと思います。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 まず、育英基金の関係でございます。貸付金

額につきましては、七飯町育英基金条例を持っ

ていまして、その中では、大学等の場合は、私

立では月額２万５,０００円以内、国公立では２

万円以内、私立の高専では２万円以内、国公立
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では１万３,０００円以内、高校、専修学校で

は、私立が２万円以内、国公立では１万２,００

０円以内ということで、貸付金額をそれぞれ定

めているところでございます。利子については

かかりません。 

 償還の方法ですけれども、１０年間均等払い

によって償還していただくということで決めて

ございます。 

 不納欠損でございます。最近は不納欠損はご

ざいませんが、先ほど申し上げました居所不明

だとか、生活保護になっている方たちもいらっ

しゃいますので、そこら辺の経済状況なんかも

調査した中で、支払いができる能力がないとい

うことであれば、不納欠損も今後視野に入れな

がら事務を執行してまいるというところでござ

います。 

 続いて、ＰＣＢについてでございます。昨年

度、ＰＣＢということで、各学校の安定器等を

保管してございました。教育委員会の施設の分

ということで、４９９個の保管していた安定器

を処分するということでございます。教育委員

会が所管する施設の分では、ＰＣＢの部分の関

係の処理はこれで済みますので、あとはないと

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 保存していた安定器に関しては処

分ということなのですが、今、新しく使ってい

るというか、そういう安定器関係もやはりＰＣ

Ｂを含んでいるものが使われているのかどうか

について確認したい。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 ＰＣＢ、以前に検査をし

て、使えないということで、それを取り除いた

ものを教育委員会で保管していた分ということ

でございますので、今の施設についてはＰＣＢ

に関係するものはないと理解してございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 なければ、私のほうから２点ほ

ど質問させていただきます。 

 まず１点は、大中山小学校の屋体の令和３年

度の電気代が２５０万円、これは前年度までは

２０度もしくはそれ以上でやっていたけれど

も、電気代が高いという指摘を受けて１７度に

設定し、しっかり管理をしたら２５０万円で

あったと。 

 今回頂いた資料のランニングコストの予想計

算書１６ページの中には、年間の電気代の予想

が１６２万円と書かれております。これと比べ

ると２５０万円は１.５倍くらいになります。 

 それと、１６０万円は最新の電気料金なの

か、この１６０万円自体も既に過去の数字にな

るのかもしれませんけれども、言いたいのは、

設計当初と開きがあるということは変わりない

状況だと思うのですけれども、この現状に対し

て、これ以上、今まで１７度に絞ってきての金

額ですから、これ以上絞りようがないと思うの

ですが、何か対策を練られるのか、これが１

点。 

 それと、今回大分いろいろやり取りをした上

で、この数字がやっと出てきたわけですが、当

初の予定よりも相当高い金額であったにもかか

わらず払ってきているという事実に対して、ま

ず認識がされていなかったということも問題で

すし、何か設計会社に、きちんと調査をした上

で、設計に問題はなかったのかと、そういう見

直しが今までできなかったのか、少なくても昨

年度の決算審査でもこの質問が出ていますか

ら、例えば令和３年度の予算執行をするとき

に、きちんと教育委員会は納得してやるべき

だったと思うのですが、この２点について御答

弁願いたいと思います。 

 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 まず、１６ページの資料につきましては、下

のほうに備考がありますけれども、※の１で、

北海道電力、２０１５年(平成２７年)６月現在

の料金体系となってございます。また、※の３

がありますけれども、電気料の中に燃料調整費

だとか太陽光発電の促進賦課金、再エネ賦課金

等が賦課されております。その賦課金を賦課さ

れた令和３年度の大中山小学校の結果として、
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体育館暖房部分として２５０万４,０２４円でご

ざいますが、この際には賦課金等は含まない計

算としておりますので、そこで少し差が出てい

るということでございます。 

 また、この表の右のところに北電の電気料を

書いてございますが、このときから今の現状を

見ると、少し電気料金、基本料金共に上がって

いる状況であるということでございますので、

民生文教常任委員会、また、議会全員協議会の

中でお示しした数字で言いますと、大体金額に

して１.２から１.３倍ぐらいのところで落ち着

いているところでございます。 

 続いて、今回、令和３年１０月から今年の４

月まで、まずは体育館の使用の仕方を含めて調

査をさせていただきたいということで調査をし

てございます。それは、支払っている事実もあ

りますけれども、そこの使い方、コロナだけで

はないのですけれども、学校としての体育館の

使い方として、そこからまず整理をしたほうが

いいのではないかということで進めさせていた

だきました。その結果が約１.２倍相当の数字に

なったということでございます。 

 当然温度の設定を当初の設計時の２０度から

１７度に落としたという要因もあるかもしれま

せんけれども、そのほか、例えば体育館のドア

についても、活動中であってもしっかり閉め

て、体育館の室温を廊下等に逃がさないだと

か、コロナで換気も必要な部分はあるのですけ

れども、必要最低限にするだとかということ

で、利用者、学校の皆様にも御理解をいただき

ながら進めてきたところでございます。 

 あとは、設計の瑕疵があるかどうかという判

断なのですけれども、設計の条件と今の利用の

条件というのも、コロナの状況にあってなかな

か、全く同じような状況にはなっていかないと

いうこともございますので、そこの要因につい

ては、これ以上、判断するための調査というの

はできかねるかなということが率直なところで

あると思ってございます。 

 ただ、今までこういう調査をしないで、ずっ

と電気料を支払い続けてきたというのは、事務

方として、議員のほうから御質問をいただいた

とか、決算時に電気料をまとめたときに高いと

いう認識を持てば、次ぎのアクションとして、

それを調査するとか確認するとかの手立てが

あったことは事実だと思います。そこら辺は事

務方がしっかりやってこなかったというのは事

務方の落ち度であるのではないかと思ってござ

います。これを反省しまして、今後は、貴重な

税金を、少ない経費で最大の効果を生むために

私どももやってまいりたいと思ってございま

す。 

 以上でございます。 

○平松委員長 結局、想定した料金は、ちょっ

と古いと言えば古いのですが、これは２０度を

保つための計算で百六十何がしという数字が出

てきたわけです。令和３年度に関しては１７度

に絞り込んだと。てすから、これ以上下げられ

ない状況で運転して２５０万円かかっている

と。想定の金額は１７度で計算し直しますとま

だ落ちると思います。そうなりますと、今、１

６０万円で２５０万円を割っていくと１.５倍ぐ

らいになりますけれども、それ以上の倍率にな

る可能性があると思うのですが、これは、今さ

らそれを直せというわけにもいかないでしょう

から、今後、設計値と違う値がこれから何十年

も続いていくわけなのですけれども、その辺に

対して、教育委員会としてのお考えというのを

もう一度お聞きしたいと思います。 

 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 １.５倍というお話ですけ

れども、１６２万円何がしにつきましては、先

ほど申し上げた賦課金、燃料調整費だとかの賦

課金が入ってございませんので、これを入れる

と１６２万円も、今、８月でも合わせて７％ぐ

らいの賦課金がかかっているので、当然そこも

上がってくるので、１.５倍ということにはなら

ないと思います。それでも１.２倍とか１.３倍

の数値になってしまいますので、そこについて

は、今つくったものについては、私どもとして

は、経費を削減しながら、子供たちの健康を害

さない、今の１７度の運用をして、そのほかの

施設についてもしっかりと経費節減をしてまい

りたいということで進めていきたいということ
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でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 賦課金が入っていないというの

が１６０万円ですけれども、昨年度の実績の２

５０万円も賦課金を除いて出したとおっしゃい

ましたよね。これ賦課金入っているのですか、

２５０万円。分かりました。どちらにしても高

い状態がずっと続いていくということには変わ

りはないのかなと思います。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 青山委員。 

○青山委員 電気料の関係で、先ほどからお話

を聞いていると、大中山小学校の体育館に関し

ては、設定の温度、１７度ということです。ち

なみに七重小学校はそれと違う。そして藤城小

学校はまた違うと。その辺の考え方を、同じ七

飯の学校様々ありますけれども、そこの設定温

度というのは同じくできないものなのですか。

例えば藤城小学校は、さっき聞いたら１５度と

か何とかと言っていなかった。学校ごとに、子

供たちが寒い思いをしている、またちょっと違

うというのはおかしな話ではないかと私は思う

のです。その設定温度というのは同じくできな

いものなのですか。 

 以上。 

○平松委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 そこら辺につきまして

も、適正な温度というのはあるのですけれど

も、あとは体育館の古さだとか暖房能力の関係

もございますけれども、改めて学校のほうと、

全部が同じ温度にできるかどうかはありますけ

れども、子供たちが健康で過ごせるような温度

ということで進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 以上で、教育総務課に対する審

査を終了いたします。 

 教育総務課長、御苦労さまでした。 

 続きまして、学校教育課の聞き取りを行いま

す。 

 学校教育課長、よろしくお願いします。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

します。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、学校教育課長、お願いします。 

 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、令和３年度学

校教育課の決算状況を御説明いたします。 

 私からは、現学校教育課分を御説明いたしま

す。 

 それでは、共通様式ナンバー１、事業名、事

務局費(学校教育)は、当初予算額３,４５３万

４,０００円、補正予算額７８９万３,０００

円、流・充用額マイナス７２万５,０００円、予

算現額４,１７０万２,０００円、支出済額３,０

２３万２,５３１円、翌年度繰越額１,１２４万

９,０００円、不用額２２万４６９円、執行率は

９９.３％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 事業間流用として、スクールバス運行費へ８

万８,０００円、スクールバス運行費(臨時交付

金事業)へ６３万７,０００円で、計７２万５,０

００円を流用しております。 

 また、翌年度繰越額は、学校保健特別対策事

業で１,１２４万９,０００円となっておりま

す。 

 ナンバー２、事業名、事務局費(教育助成)

は、当初予算額１２３万７,０００円、補正予算

額マイナス７,０００円、流・充用額５万円、予

算現額１２８万円、支出済額１２６万８,５５０

円で、不用額は１万４５０円、執行率は９９.１

％でございます。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りでございます。 

 事業間流用として、事務局費(学校庶務)から

５万円を流用しております。 

 次のページ、ナンバー３、事業名、事務局費

(臨時交付金事業)は、地方創生臨時交付金によ

る新規事業となります。当初予算額ゼロ円、補
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正予算額２,４３７万６,０００円、予算現額２,

４３７万６,０００円、支出済額２,４３５万１,

２３３円で、不用額は２万４,７６７円、執行率

は９９.９％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 ナンバー４、事業名、スクールバス運行費

は、当初予算額３,８５４万２,０００円、補正

予算額マイナス３７６万円、流・充用額１３万

９,０００円、予算現額３,４９２万１,０００

円、支出済額３,４８９万９,５４７円、不用額

２万１,４５３円、執行率は９９.９％でござい

ます。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りでございます。 

 事業間流用として、事務局(学校庶務)から５

万１,０００円、事務局費(学校教育)から８万

８,０００円を流用しております。 

 ナンバー５、事業名、スクールバス運行費(臨

時交付金事業)は、地方創生臨時交付金による新

規事業となります。当初予算額ゼロ円、補正予

算額１,０６８万７,０００円、流・充用額６３

万７,０００円、予算現額１,１３２万４,０００

円、支出済額１,１３２万３,１３６円、不用額

８６４円、執行率は９９％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 事業間流用として、事務局費(学校教育)から

６３万７,０００円を流用しております。 

 ナンバー６、事業名、学校管理費(小学校)

は、当初予算額６,７０６万４,０００円、補正

予算額３２４万２,０００円、予算現額７,０３

０万６,０００円、支出済額６,５００万２,８３

６円、不用額５３０万３,１６４円、執行率は９

２.５％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 ナンバー７、事業名、児童保健衛生費は、当

初予算額５５８万８,０００円、補正予算額マイ

ナス７７万９,０００円、予算現額４８０万９,

０００円、支出済額４７９万１６０円、不用額

１万８,８４０円、執行率は９９.６％でござい

ます。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りでございます。 

 ナンバー８、事業名、教育振興費(小学校)

は、当初予算額１,７６９万６,０００円、補正

予算額マイナス７２万４,０００円、予算現額

１,６９７万２,０００円、支出済額１,５１５万

５,９６６円、不用額１８１万６,０３４円、執

行率は８９.３％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 ナンバー９、事業名、学校管理費(中学校)

は、当初予算額４,０７５万７,０００円、補正

予算額６１９万６,０００円、予算現額４,６９

５万３,０００円、支出済額４,５６２万５,９８

６円、不用額１３２万７,０１４円、執行率は９

７.２％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 ナンバー１０、事業名、生徒保健衛生費は、

当初予算額２３４万１,０００円、補正予算額マ

イナス２１万円、予算現額２１３万１,０００

円、支出済額２１２万８２１円、不用額１万１

７９円、執行率は９９.５％でございます。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りでございます。 

 ナンバー１１、事業名、教育振興費(中学校)

は、当初予算額２,２３５万４,０００円、補正

予算額マイナス６５万４,０００円、予算現額

２,１７０万円、支出済額１,７８５万１,６４２

円、不用額３８４万８,３５８円、執行率は８

２.３％でございます。 

 補正予算、特定財源、事業目的、主な支出は

記載のとおりでございます。 

 以上で、一般会計の共通様式の説明を終わり

ます。 

 続きまして、資料について御説明いたしま

す。 

 様式２、予算流用(５万円以上)及び予備費充

用の状況でございます。 

 ナンバー１の１段目、細節名、通信運搬費

は、流用元が事務局費(学校庶務)の旅費、流用
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先は事務局費(教育助成)の役務費で、流用額は

５万円、転入増によるバス通学定期券の購入費

用の不足によるものです。 

 ２段目と３段目、細節名、委託料は、流用元

が事務局費(学校庶務)の負担金、補助及び交付

金と事務局費(学校教育)の報酬、流用先は、ス

クールバス運行費の委託料で、流用額は合わせ

て１３万９,０００円、スクールバス運行費用の

不足によるものでございます。 

 ４段目から６段目、細節名、委託料は、流用

元が事務局費(学校教育)の報酬と役務費と使用

料及び賃借料、流用先は、スクールバス運行費

(臨時交付金事業)の委託料で、流用額は５万円

以上のみ合わせて計６０万３,０００円、スクー

ルバス増車分運行費用の不足によるものでござ

います。 

 次に、追加要求資料の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金事業を活用した契

約の資料でございます。 

 財産の借入契約８０万円以上といたしまして

５契約ございます。 

 上から１段目と２段目の指導者用デジタル教

科書(教材)につきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策等の学校教育活動継続支援事業の

指導者用デジタル教科書導入事業として、中学

校の国語、社会、数学、化学の１学年から３学

年の指導者用デジタル教科書を全中学校に導入

してございます。 

 ３段目と４段目の感染症対策に係る学校備品

につきましては、新型コロナウイルス感染症対

策等の学校教育活動継続支援事業の②感染症対

策備品として、加湿空気清浄機やスチームク

リーナーを複数の小中学校に購入しておりま

す。 

 ５段目のプロジェクターにつきましては、同

じく新型コロナウイルス感染症対策等の学校教

育活動継続支援事業の④家庭学習等教材購入と

して、複数の小学校にプロジェクターを購入し

ております。 

 続きまして、その他の契約８０万円以上でご

ざいますが、ナンバー１の５契約は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止に係るスクールバス

等増車運行事業でございます。４月から３月の

期間、大沼の市街地方面を運行する４０人乗り

バスを１台増車しております。 

 ナンバー２につきましては、１段目の教職員

ＩＣＴ支援研修事業委託業務は、新型コロナウ

イルス感染症対策等の学校教育活動継続支援事

業、③教職員研修委託として、ＩＣＴ教育に係

る教職員の研修を委託、実施しております。 

 ２段目のＩＣＴ支援員配置事業は、ＩＣＴ支

援員配置事業として、ＩＣＴ教育に伴う機器の

操作、トラブル対応などの支援について委託、

実施しております。 

 以上で、学校教育課の決算状況の御説明を終

わります。 

○平松委員長 暫時休憩いたします。 

 １時より再開いたします。 

午後 ０時００分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 学校教育課長に対する質疑より行います。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 共通様式のナンバー８の９の扶助

費とナンバー１１の１９の扶助費の準要保護の

援助費のことについてもう少し詳しくお聞かせ

願いたいと思います。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 準要保護、児童生徒の就学援助のことだと思

われますけれども、こちらについては、学用

品、宿泊研修、修学旅行もそうですけれども、

体育実技用具等に対してこちらのほうで補助を

行っているものでございます。 

 令和３年度の支出につきましては、６月と１

２月に学用品を支給、宿泊研修、修学旅行は都

度支給している状況です。 

 令和４年度新入学の児童につきましては、令

和４年３月に事前支給ということで支出してお

りますので、その分も令和３年度の支出になっ

ているところでございます。 
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 令和３年度末の人数でございますけれども、

小学校のほうで要保護、準要保護を合わせて計

２３４名、中学校については、同じく令和３年

度末時点で、要保護、準要保護を合わせて１３

２名おりますので、こちらの児童生徒に対して

支給をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 不用額が出ている分の説明もお願

いしていいですか。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 不用額についてですけれ

ども、こちらのほうは、この数値を積算すると

きに不用額のほうが出てしまい、それを３月の

整理予算のときに落とし切れなかったところで

ございます。なるべく不用額が少なくなるよう

に精査してまいりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○平松委員長 ほかにありますか。 

 横田委員。 

○横田委員 まずは、先ほど教育総務課で質問

した内容のことをお聞きしたいと思いますの

で。 

 総務課の資料の一番最後のところの、令和３

年度の小中学校の燃料費別使用料のプロパンと

いうところで、各使用料と購入価格というの

を、購入価格を使用料で割り返すとかなり数字

が、七重小学校で３,１７９円、大中山小学校で

５８７円、岳陽で４,７２４円、七飯中学校で２

万５,１１９円というふうにあるけれども、先ほ

どの１回目の説明は総務課長がしたのですけれ

ども、内容としては、基本料があるかという話

だったけれども、無駄なことだと思うのです。

１年間で２立米しか使わないということは、０.

４６９でやると多分４.５ぐらいしか使っていな

い。それだったら、４.６５だったら、普通の家

庭でいえば１か月分ぐらいしかないということ

であるので、もう少し工夫していただけないか

ということが１点と。 

 今回の追加の資料の中に出てきました様式２

の１のスクールバスの予算不足というのが委託

料で５万１,０００円、同じく８万８,０００

円、３３万円、１４万２,０００円、１３万１,

０００円とあります。これの説明を見れば、令

和３年度のその他の８０万円契約の中の１ペー

ジ目に、大沼交通が普通のスクールバスと、そ

の１なのかその２なのか分からないのですけれ

ども、その３、その４、その５,その６と。これ

というのは同じ単価でずっときています、単価

契約が。単価契約が出て、何が足りなくて、単

価が合わなくてなったものなのか、改めて出勤

する日数が増えたのか分かれば教えていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 まず、プロパンの使用料金の関係ですけれど

も、こちらのほうは、先ほど教育総務課長で答

弁したとおり、基本料金というのがありまし

て、それプラス使用量に応じた料金で構成され

ているものでございます。大中山小学校を除い

た学校については、基本的に使い方としては、

職員室の給湯ですとか特別教室、家庭科室です

とか理科室で使われているものになろうかと思

います。 

 こちらの金額の大小なのですけれども、基本

料金については、町内の学校はほぼ同額になっ

ておりますが、ただ、七重小学校と七飯中学校

が基本料金が二口となっていますので、その点

で、基本料金で大きく差が出ているところでご

ざいます。使用量については、量はさほどでは

ありませんので、そういったことでトータル的

に差がついているところでございます。 

 効率的な使い方については、委員おっしゃる

とおり、使用立米から考えますと、どのような

方式がいいのかというのはありますけれども、

今のところ授業等でそういった使い方をしてい

るものですから、もしそれを変えていくとなる

と、設備的に変えていくのか、別の簡易的なも

のを使えるのかというところになってございま

すので、その辺は、授業で使うものなので、学

校のほうともお話をしなければいけませんの

で、その辺はなかなか現状では難しいかと考え



－ 16 － 

るところでございます。 

 スクールバスの件につきまして、共通様式４

のほうでスクールバス運行費がございまして、

ナンバー５のほうで、臨時交付金事業として、

同じくスクールバスの支出をしております。考

え方でございますけれども、ナンバー４のほう

が、通常のスクールバスの運行になります。こ

れは、今まで、従来この予算で支出してきたも

のでございます。 

 令和３年度につきましては、臨時交付金がご

ざいましたので、密を防ぐために１台増車して

おります。スクールバスについては、市街地方

面に出ていたり、大沼の各地区に対して、バス

の大きさとか、車両の大きさ等で細かく運行し

てございますけれども、この臨時交付金による

増車については、中型のバス１台を増車したも

のでございます。 

 契約としては、こういう形で何本かございま

すけれども、全て細かく期間を切っているもの

で、重複しているものではございません。４月

から３月にかけて細かく分けたために契約は細

かくなっており、単価等も同じような形となっ

ております。これは、交付金の流れが若干コロ

ナの状況によって不透明だったところと、あと

は、コロナの収束状況等によってはバスが不要

になる可能性もありますので、このように細か

く期間を区切って契約をしてきたところでござ

います。 

 あと、流用ということで、スクールバスの運

行費のほうで１３万９,０００円、臨時交付金事

業のほうで、事業間流用以外も含めますと６３

万７,０００円を流用しておりまして、こちらの

ほうで何で不足したのかというところでござい

ますけれども、こちらのほうは、当方で整理予

算ということで、３月に不要な予算を減額して

いるところでございますけれども、こちらの予

算の整理時に、私ども支出に当たっては伝票で

処理しておりますけれども、システムのほうに

入力して処理しているところでございます。そ

ちらのほうで支出済額、いわゆるお支払いした

金額と、支出負担行為額という、入力した時点

で、支出前の予算を確保した金額があるのです

けれども、そちらを勘違いして支出負担行為

の、まだ支出をしていない分で減額の判断をし

てしまったところでございます。そのため、一

部支出分があるものを支出分と勘違いして、形

上として現額の幅が大き過ぎたということで、

大きく減額し過ぎてしまったところでございま

す。結果として、最終支払い月について、一月

分のうち一部未支払い分の金額が不足したた

め、やむを得ず流用した形になります。 

 こちらについては、私どもの勘違いにつき、

このような形で流用するような形になってござ

いました。今後、じっくり精査して、このよう

なことがないように気を引き締めてまいります

ので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 プロパンについては、以前からそ

ういう話が出ていたと思うのですけれども、そ

れは具体的に何もやっていないということと同

じだということでいいのですよね。新たな方法

というのをやったなら、こういう方法、ああい

う方法があるというので、議題の中に上げたと

いうものがあるのだったら教えていただきたい

ということと。 

 委員長、申し訳ないのですけれども、臨時交

付金で三つの委託金の３３万円、１４万２,００

０円、１３万１,０００円の内訳、明細というの

をきちっと、積算と支出済額云々とさっき言っ

ていたのですけれども、それが分かるような、

決定額がこの額になったというものが分かるも

のを出していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○平松委員長 すみません。横田委員、もう一

度お願いします。 

○横田委員 様式２のナンバー１の下から三つ

の流用が出ていた委託料の３３万円、１４万２,

０００円、１３万１,０００円、流用が出たとい

うものが、こういう理由で出た、こういう中身

ですというものが分かるものを出していただき

たい。 

 少なくてもその他の契約の１を見れば、契約
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日が４月１日、６月１１日、８月１３日、９月

３０日、１２月２９日とやっていて、全部この

車というのはあくまでも中型バスになってい

て、中型バスで単価が変わったわけではないの

ですよね。何でここのところの臨時交付金で３

３万円だとか出てくるのか、整合性が分からな

いものですから、そこが分かるものを出しても

らって、御説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 お答えしてまいります。 

 先ほどプロパンのところで、私のほうで説明

が不足しておりました。プロパンの金額につき

ましては、令和３年度はこのように支出してお

りますが、従前より大中山小学校の件等もござ

いますので、七飯町の総務財政課のほうで町内

の全施設についてプロパンの単価を事業者団体

と協議の上、統一の価格としております。 

 令和４年１月以降、令和４年１月から３月分

につきましては、七飯町のほうで統一単価で各

施設でお支払いしているところでございます。

こちらのほうは大口と小口の契約に大きく分け

ておりまして、それぞれ基本料金は全部一緒、

各施設一緒になっておりまして、大中山小学校

を除いて、ほかの学校施設は全部小口契約とい

うことで、令和４年１月以降は、七飯町内のプ

ロパンは統一単価で支出されているということ

で御理解をいただきたいと思います。 

 流用の表につきましては、このような金額

で、このような形で委託料に入っていると分か

るような一覧の表を作成してお渡しする形を取

りたいと思います。 

 バスについては、同じ単価になってございま

すけれども、こちらのほうは基本は日額の単価

となっておりますけれども、こちらのほう、貸

切バスの単価というのが運輸局のほうで決まっ

ておりまして、上限額、下限額がありますけれ

ども、その単価により、同じ内容で運行してお

りますので、このような形で契約をしたところ

でございます。 

 不足につきましては、単純に積算しておりま

して、通常どおり整理予算で減額していればそ

のままだったと思うのですけれども、先ほども

御説明したとおり、当方の勘違いから金額を多

く整理予算で減額してしまいました。その結果

として不足金額が生じて、単純に足りなくなっ

た分を事業間予算ということで、他の事業から

集めて支出したところでございます。基本的に

流用等がなくお支払いできるのが基本と考えて

おりますので、このような形でお支払いするこ

とになったことを、こちらのほうでもこのよう

なことがないように気を引き締めてまいります

ので、重ねて御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 ちょっと話が合っていないのです

けれども、どっちにしろ、流用とスクールバス

の件というのは、単価が決まっているのだった

ら何で流用が出てくるのか分からないし、少な

くたって、それをチェックするのが、担当者が

いて、その上に係長がいて課長がいて、あなた

たち何人かで管理しているのではないですか、

それでなかったら係長も課長も意味なくなって

くるではないですか。間違えを何でそこで探せ

なかった。同じことを何回繰り返しているので

すか、おかしいではないですか、言っているこ

と。 

 それから、プロパンのことを言ったのは、余

りにも数量が１年間にたった４キロか５キロし

か使わないものだったら、わざわざガスメー

ターつけて、基本料金払って高い金額を払う必

要があるのですかということを僕は聞いている

のです。それに代わる方法というのは、今だっ

たら５キロ容器なんて直接コンロにつけられる

のです。余計な金がかからない。５キロの使用

料、例えば４００円だったら２,０００円で終わ

るのです。５００円だったら２,５００円です。

こんな高い金かけていいのですかということを

僕は言いたかったのです。そういうことは簡単

にできる話だし、室内に設置しても構いません

と国の法律で決まっています。そういうことを

検討しましたかと僕は聞いているのです。 

 以上です。 
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○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 金額につきましては、委

員のおっしゃるとおり、担当者がいて、係長が

いて課長がいてという中でチェックが甘くなっ

たというところは、御指摘のとおり、耳の痛い

ところでございます。 

 一月分のスクールバスの運行費用につきまし

ては、通常のスクールバスの運行費は大体２５

０万円以上を超える形、２６０万円前後。臨時

運行の分につきましても、一月当たり約１００

万円程度の支出になってございます。そちらの

ほうで、先ほども御説明したとおり、勘違いか

ら大きく減額してしまったというところで、申

し訳なかったところでございます。 

 プロパンの検討につきましては、現在、そう

いったことでしておりませんが、今、私のほう

も不勉強で、仕組みがちょっと理解していない

ところでございます。学校の授業とかで使って

いる部分もありますので、ここのところではっ

きりと実施の有無について回答できないのです

けれども、こちらのほうの研究させていただき

たい思うところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

 池田委員。 

○池田委員 スクールバスの件なのですけれど

も、すごく数字的に、金額的に大きいような気

がしまして、これは生徒１人当たり、生徒がみ

んな乗っている感覚になっているのですか。本

当に近い人も乗っているのか、それとも１台幾

らで借り入れているのか、子供の通学の許容キ

ロ数というのがあります。ちなみに、歩いて登

校するなり、自転車で登校している人もいると

いう話も以前聞いた、バスを待っているより早

いというので、そういう部分は教育委員会のほ

うで見ているのだろうか。そしてまた、追加の

５万円とかと書いているけれども、このあたり

は、そういうのも加味して受けているのかと

思って。追加で５万円とあるでしょう。今回、

コロナ対策で追加の予算が結構出ています。そ

ういう場合、みんなバスの利用をしているの

か、していないのか。ただ単にバスを人数分だ

け割り当てているのではないかなという。大沼

の人たちの声を聞くと、そういうところがあっ

て、その辺教えてください。みんなが乗ってい

るのか。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 スクールバスにつきまし

ては、大沼岳陽になる前から中学校のほうで運

行しておりました。そのときは、校区内に小学

校が各地に点在しているものですから、遠い生

徒もいるということでスクールバスを活用して

学校に登校していたところでございます。大沼

岳陽学校に統合するに当たって、校区全部、小

学校がなくなりましたので。以前は、中学校の

みが、旧西大沼地区の子供たちが使っていたと

ころでございます。 

 ただ、大沼岳陽に統廃合になるに当たって、

小学生についてもバスを使用するような形と

なっております。学校ともお話をしております

けれども、現時点では、大沼岳陽に通っている

前期課程、後期課程どちらも合わせて、ほぼス

クールバスを利用していると聞いております。 

 ただ、学校にかなり近いお子さんたちは歩き

だったりということで通学していますけれど

も、結構、ほぼ大部分がバスを利用していると

聞いております。こちらのほうは、毎年、教頭

先生のほうで、子供の住んでいる場所とかも変

わりますので、そういったことで児童生徒の状

況を把握して、ルートを細かく変えたり、毎年

対応しているところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 池田委員。 

○池田委員 帰る時間だとか、部活、定時に帰

る時間、朝はみんな一緒だと思うのです。夕方

になったらそれなりにバスが待機して、部活の

終わった時間、平常時、小学校の終わる時間、

中学校の終わる時間、そういうときに走らせ

て、全員が乗っているということでいいのです

ね、全員が。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 運行に関しては、まず、

登校便ということで、朝、登校のときの便が１

便ございます。下校については、前期、後期で
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通学時間が変わりますし、また、部活の生徒も

おりますので、下校は２便と、そのほかに部活

便ということで１便出しているところです。 

 全員かというと、私どものほうで今、人数の

把握はしていないのですけれども、ただ、学校

のそばの生徒を除いて大部分がバスを利用して

いるということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○平松委員長 池田委員。 

○池田委員 何でこんなにスクールバスの件で

聞くかといったら、ここではないですけれど

も、先般、本州のほうの幼稚園でたびたびそう

いうような事故がありまして、これから日暮れ

も早くなる、通学時にバスに乗れなくて事故っ

てしまってたとか、引かれしまったとか、そう

いう事故があった場合は、やはり行政としても

責任問題がありますので、そういうスクールバ

スを出しているのであれは、必ず乗るようにし

てもらわなければ、何のためにスクールバスを

出しているのか分からないので、その辺の指導

徹底、事故が起きた場合もありますので、指導

徹底してもらえればと思います。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 今、委員からお話があっ

たとおり、痛ましい事故が起きておりまして、

私どものほうも、あの事故の直後に運行会社の

ほうにお話をして、このようなことがないよう

に確認のお電話をしておりまして、運行会社の

ほうでも確認して運行しているということで、

こちらのほうでも指導をしているところでござ

います。 

 あと、歩きの児童生徒については、本当に学

校の至近の子供はいると思いますので、そうい

う子供はあれですけれども、基本的には乗るよ

うに、希望が出ているということで、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑ありますか。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式のナンバー６の１８、負

担金の日本スポーツ振興センターの負担金と、

同じく中学校のほうですけれども、ナンバー９

の１８の日本スポーツ振興センター負担金なの

ですけれども、改めて確認なのですが、この金

額について、児童生徒の人数でこういう金額に

なっているものなのか、それがまず１点。 

 あと、使用用途、前に聞いたとき、けがとか

の保険か何かだったかと思うのですけれども、

使用用途、このいうように使われるために負担

していますという、それが２点目。 

 ３点目が、歳入のほうでも両方とも、令和２

年、令和３年で何十万円かずつ入っているので

すけれども、これの仕組み、負担金払っている

のに歳入で来ている部分があるので、こういう

ことでこういうふうに歳入で入ってきています

と、その辺の仕組みというのか、流れについて

教えてください。 

 ３点。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 スポーツ振興センターの

負担金でございます。こちらについては、児童

生徒につきまして、学校管理下における、いわ

ゆるけが等に対して、医療機関にかかった分に

対しての補償ということになってございます。 

 金額については、スポーツ振興センターとい

う財団がございますので、そちらのほうに１人

当たり９２０円を支払う形になっておりまし

て、仕組みとしては、９２０円掛ける人数で負

担金が支出されているところでございます。 

 仕組みについては、９２０円のうち、学校設

置者、いわゆる七飯町と保護者で２分の１ずつ

負担する仕組みとなってございます。こちらの

ほうは全国共通の仕組みになってございます。

ということで２分の１ずつ負担をしております

が、こちらのほうは任意加入となっておりま

す。学校としては保護者に加入の意思を確認し

て、その金額を全額一括支払いしているところ

でございます。先ほど半分を保護者のほうで負

担ということで御説明したとおり、残りの半分

については学校のほうで現金を集める形になっ

ております。現金を集めて、その分を集約して

七飯町のほうに納入することになってございま

す。 
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 歳入のほうで、３年度分、２年度分というこ

とで出ておりますけれども、こちらのほうもお

わびをしなければいけないのですけれども、保

護者から集めた金額は歳計外の会計のほうに納

入されます。歳計外というのは、一時的に金額

をプールする会計となっておりまして、例えば

公営住宅の、後々お返しする敷金ですとか、税

務署にお支払いする税金ですとかを、こちらの

ほうで働いている職員、そういったものを一時

的にそこに入れて、後に支払う、戻すような形

になっておりますけれども、令和２年度に入れ

た金額を、一般会計の負担金のほうに移す伝票

処理がございます。そちらのほうが令和２年度

に失念しておりまして、令和２年度分も合わせ

て令和３年度に納入した形となってございま

す。ということで、歳入のところで、通常です

と、令和３年度分と記載しておりますけれど

も、本来であればこの分のみとなったとところ

でございますが、そういった事情から令和２年

度分も令和３年度に合わせて伝票処理させてい

ただいたところです。こちらのほうも、こちら

の確認というか、業務の中で失念したところで

ございますので、このようなことがないように

気を引き締めてまいりたいと思います。 

 スポーツ振興センターの関係でございますけ

れども、加入状況としては、数名を除いてほぼ

全員が加入している形になってございます。５,

０００円以上の金額が対象になりますけれど

も、医療機関等にかかった場合に、その分が保

護者のほうに支出されるという形になってござ

います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 川村委員。 

○川村委員 １人９２０円というのは、小学校

も中学校も同一の金額なのかというのが１点

と。 

 保険対象というのは、あくまでも学校内の部

分だけ発生するのか。例えば放課後、何かでけ

がしたという部分も保険の対象になるものなの

かというのが１点と。 

 歳入で来ている部分の金額というのは、負担

金の２分の１なのか、大体２分の１ぐらいなの

だけれども、きっちりとした金額ではないの

で、歳入で来る分の金額というのは、どういう

計算方法なのか教えてください。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 お答えします。 

 私、先ほど９２０円とお答えしましたが、一

部忘れていました。９２０円が保護者と学校設

置者で負担する分でございまして、プラス１５

円というのが、いわゆる免責の負担金というの

がありまして、こちらのほうが支払いするのが

合わせて９３５円になってございます。１５円

というのは、学校設置者のほうで負担する形

なっていますので、幾分保護者のほうが少なく

払う形なので、端数的にこの数字がずれてくる

形になりますので、単純に人数掛ける９２０円

の半額、４６０円という形になってございま

す。金額については、小学校、中学校とも同じ

金額となっております。こちらのほうは、財団

側の規約で決定しております。 

 けがについてですけれども、基本的に学校管

理下というところで、いろいろあるのですけれ

ども、例えば通学時、学校に行く途中ですとか

帰りですとか、そういったときに例えば転んで

転倒してけがをした、骨折した、そういったと

きも基本的に入るという形になりますので、御

理解よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川村委員 歳入の金額、もう一度お願いしま

す。 

 歳入で入ってきている金額というのが、今

言っている、負担金の２分の１ぐらいになって

いるのかと思ったのですけれども、歳入で入っ

てくる金額がどういう計算方法で入ってきてい

るのか確認したかったのです。単純に負担金の

半分が毎年戻りますとなっているものなのか、

その辺の計算方法。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 私の説明が足りなくて申

し訳ございませんでした。保護者の負担分９２

０円の半額、４６０円掛ける人数分が保護者か

ら頂く形となっておりまして、学校のほうで集

約して七飯町に納入される形になってございま
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す。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 １か所だけになるのですけれ

ども、共通様式ナンバー３と、財産の借入契約

８０万円以上のものと併せてなのですけれど

も、ナンバー３で教具備品購入費として３６６

万８０円と、こちらの８０万円以上の買入状況

を見ると、指導者用デジタル教科書(教材)とい

うことで、契約者名が２者あって、同じ金額が

並んでいるのですけれども、これは同じものを

両者から分けて購入しているのかどうかという

ことで、このように分かれているのはどういう

ことなのかというのと。 

 それと同じ、その他の契約８０万円で、一番

最後のところに教職員ＩＣＴ支援研修と委託業

務とかがあって、２行あるのですけれども、こ

れも１者だけの契約なのですけれども、こうい

う場合の価格の妥当性というのですか、ほかに

業者がいないのかどうかの検証というのです

か、その辺のところをどのように確認している

のか。こういうような業務で、金額が高いのか

安いのかは個人的には分からないのですけれど

も、その辺の検証はどのようにされているのか

だけ教えてください。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 まず、共通様式ナンバー

３の教具備品購入費についてでございます。こ

ちらのほうは３６６万６,０８０円支出しており

まして、その内訳としては、追加要求資料のナ

ンバー１の指導者用デジタル教科書、同額です

けれども、合わせた金額ということになってご

ざいます。こちらについては、内容としては、

全く同じものを同じ数量購入した形となってお

ります。 

 どのような形で業者が分かれているか御説明

いたしますと、こちらのほうは、デジタル教科

書ということで、紙でなく、端末、クローム

ブック等で使用する教科書でございますが、こ

ちらのほうも扱いは教科書ということで、共通

の取次業者が決まっております。七飯町の場

合、大沼地区と大沼地区以外の区域で分かれて

おりますので、それぞれそこの区域で指定され

ている事業者から購入したという形となってご

ざいます。その事業者が現在も変わりませんけ

れども、この２事業者というところでございま

す。 

 ＩＣＴの支援研修事業委託業務と支援員配置

事業委託業務でございますけれども、こちらの

ほうは、支援研究事業委託業務が、委託期間が

１１月３０日までとなっておりますけれども、

こちらのほうは、当方でＧＩＧＡスクール構想

に伴う、各学校にＷｉ－Ｆｉ環境を整えて、１

人１台端末による学習を行っているところでご

ざいますけれども、こちらのほうは令和２年度

に導入して、令和３年度から本格運用されてい

るところでございます。 

 ただ、そういった中で、実際に授業を行って

いく中で、当然の機器の操作がなかなか難しい

場合もあります。学校の教職員も習熟度という

のが変わりますので、そういった意味で、教職

員のほうにタブレットの使い方ですとか、授業

にとってどういうことで使えるか、そういった

ものを含めて研修を行っているところでござい

ます。単純操作に加えて、授業としてどういう

ふうにやっていくかといったことも含めて、提

案も含めて、教職員に対しての研修を行ってい

るところでございます。 

 二つ目の支援員配置については、今説明した

部分、１年間通して、機器の細かなトラブルが

発生いたしますので、動かなくなったですと

か、電子機器ですのでそういったトラブルがあ

りますので、そこに教職員が時間を取られてし

まうと授業する時間が圧迫されることになりま

す。教育委員会のほうでも対応しかねるところ

でございますので、細かい電子機器について支

援を行える事業者に対して、支援員を配置とい

うことで、対応できるように整えたところでご

ざいます。 

 両者ともに、こちらのほうは町内業者と１者

随意契約しておりますけれども、こちらのほう

は、クロームブックを各学校に配置している、

１人１台端末のクロームブックの納入業者でも
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ありまして、Ｇｏｏｇｌｅ社からリスナーとし

てパートナー認定されている事業者でございま

す。そちらのほうのＧｏｏｇｌｅの管理コン

ソールとか、管理者の権限ですとか、設定とか

支援、保守が可能な唯一の町内業者として選ん

でいるところでございます。契約に当たって

も、内訳として、単価等、人工等がございます

ので、そういったものをこちらのほうで検討し

て契約しているところでございますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 業務の内容とか必要性とかは

十分よく分かるのですけれども、今のＩＣＴの

研修業務でいくと、この業者が、機械購入と同

時にセットであれしているということなのか、

ここしかないのかどうかというところだけ確認

したかったのです。七飯の業者で、ここしかな

いという考え方でいいのでしょうか。 

 価格の妥当性とか何とかというのは、さっき

の教科書の取次ぎでいくと、これは全国どこで

も買っても同じ金額なのかと思うのですけれど

も、たまたま同じ金額で、分かれるので何でか

と思って質問したのですけれども、この委託研

修とかの金額の妥当性と、この会社だけしかな

いのか、そこのところの決め方というのです

か、先ほどパートナー認定を受けていると、非

常にしっかりしたところなのかと思うのですけ

れども、その辺の考え方だけ教えてください。 

○平松委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 お答えしてまいります。 

 納入業者だから契約したというところではな

く、納入業者でもあり、先ほどお話ししたとお

り、Ｇｏｏｇｌｅ社からパートナー認定もそれ

ているということで、端末の設定ですとか、そ

ういった整備、支援、保守が可能な業者として

は唯一の町内業者として把握してございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 質疑を終わります。 

 以上で、学校教育課に対する審査を終了しま

す。 

 学校教育課長、御苦労さまでした。 

 次に、生涯教育課の聞き取りを行います。 

 生涯教育課長、お疲れさまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

します。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、生涯教育課長、お願いします。 

 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、令和３年度生

涯教育課の決算状況について御説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、共通様式ナンバー１、事業決算

名、社会教育総務費は、当初予算額３５万６,０

００円、補正予算額マイナス１８万２,０００

円、予算現額１７万４,０００円で、支出済額１

６万１,７９４円、不用額１万２,２０６円、執

行率は９３.０％でございます。 

 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

ついては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業決算名、生涯

学習事業費は、当初予算額７４万３,０００円、

補正予算額マイナス１３万円、予算現額６１万

３,０００円、支出済額５７万６,０４９円、不

用額３万６,９５１円、執行率は９４.０％でご

ざいます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 次に、ナンバー３、事業決算名、町内会館振

興費は、当初予算額１５５万円、補正予算額マ

イナス２８万９,０００円、予算現額１２６万

１,０００円、支出済額は１２６万１,０００

円、不用額はなく、執行率は１００％でござい

ます。 

 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

ついては記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー４、事業決算名、生涯教育公
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用車管理費は、当初予算額７６万１,０００円、

補正予算額マイナス３万円で、予算現額は７３

万１,０００円、支出済額６９万３,００８円、

不用額３万７,９９２円、執行率は９４.８％で

ございます。 

 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

つきましては記載のとおりとなってございま

す。 

 次のページになります。ナンバー５、事業決

算名、文化振興費、当初予算額６万３,０００

円、補正予算額は２４６万４,０００円、予算現

額２５２万７,０００円、支出済額は２５２万

４,６８４円、不用額２,３１６円、執行率は９

９.９％でございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、ナンバー６、事業決算名、文化

講座事業費は、当初予算額８万６,０００円、補

正予算額は２１８万５,０００円、予算現額２２

７万１,０００円、支出済額は２２４万８,３９

８円、不用額２万２,６０２円、執行率は９９.

０％でございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、ナンバー７、事業決算名、図書

室管理費は、当初予算額６７万１,０００円、補

正予算額１１万４,０００円、予算現額は７８万

５,０００円、支出済額が７８万１,９０５円、

不用額は３,０９５円で、執行率は９９.６％で

ございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 次のページになります。ナンバー８、事業決

算名、公民館管理費は、当初予算額３５７万１,

０００円、補正予算額１７２万４,０００円で、

予算現額は５２９万５,０００円、支出済額は４

６３万１,９３７円、不用額は６６万３,０６３

円で、執行率は８７.５％でございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、ナンバー９、事業決算名、文化

センター管理費は、当初予算額６,３７４万８,

０００円、補正予算額４４万４,０００円、予算

現額は６,４１９万２,０００円、支出済額は６,

３０９万５,８８５円、不用額は１０９万６,１

１５円で、執行率は９８.３％でございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 それでは、次のページになります。ナンバー

１０、事業決算名、文化センター管理費(臨時交

付金事業)は、コロナの感染対策ということで、

地方創生臨時交付金を活用した事業となってご

ざいます。当初予算額はゼロ円で、補正予算額

２９７万６,０００円、予算現額は２９７万６,

０００円、同額で、支出済額は２９７万５,５０

０円、不用額は５００円で、執行率１００％と

なってございますが、９９.９％の間違いでござ

います。訂正をお願いいたします。９９.９と

なってございます。 

 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

ついては記載のとおりとなってございます。 

 次に、ナンバー１１、事業決算名、大中山コ

モン管理費は、当初予算額１,２９０万円、補正

予算額１６０万２,０００円、予算現額は１,４

５０万２,０００円、支出済額は１,３６８万８

１９円で、不用額は８２万１,１８１円、執行率

は９４.３％でございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容については記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、ナンバー１２、事業決算名、大

中山コモン管理費(臨時交付金事業)は、こちら

文化センターと同じく、コロナの対策のための

地方創生臨時交付金を使った事業となります。

当初予算額ゼロ円、補正予算額５１５万９,００

０円、予算現額は同額の５１５万９,０００円、

支出済額は５１５万９,０００円、同額で、不用

額ゼロ円、執行率１００％となってございま

す。 
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 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

つきましては記載のとおりとなってございま

す。 

 それでは、次のページに移ります。ナンバー

１３、事業決算名、大沼婦人会館管理費は、当

初予算額７７８万３,０００円、補正予算額マイ

ナス２７万７,０００円、予算現額は７５０万

６,０００円、支出済額は６３０万３,６１１円

で、不用額は１２０万２,３８９円、執行率は８

４.０％でございます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容につきましては記載のとおりとなってござ

います。 

 次に、ナンバー１４、事業決算名、大沼婦人

会館管理費(臨時交付金事業)、こちらもコロナ

の対策の交付金事業でございます。当初予算額

ゼロ円、補正予算額２３３万２,０００円、予算

現額２３３万２,０００円、支出済額も同額の２

３３万２,０００円で、不用額ゼロ円、執行率１

００％となってございます。 

 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

ついては記載のとおりとなってございます。 

 次のページになります。ナンバー１５、事業

決算名、社会教育施設管理費でございます。当

初予算額８０５万円、補正予算額は２４９万７,

０００円、予算現額１,０５４万７,０００円、

支出済額は９３３万２,５６０円、不用額は１２

１万４,４４０円で、執行率８８.５％でござい

ます。 

 補正の主なもの、歳入及び事業目的、支出の

内容につきましては記載のとおりとなってござ

います。 

 次に、ナンバー１６、事業決算名、文化財保

護費は、当初予算額１０４万４,０００円、補正

予算等はなく、予算現額、同額の１０４万４,０

００円、支出済額は８９万５,９２３円、不用額

は１４万８,０７７円、執行率は８５.８％でご

ざいます。 

 歳入及び事業目的、支出の内容については記

載のとおりとなってございます。 

 次のページです。ナンバー１７、事業決算

名、歴史館管理費でございます。当初予算額９

７９万４,０００円、補正予算額４７万６,００

０円、予算現額は１,０２７万円、支出済額１,

００１万７,１７９円で、不用額は２５万２,８

２１円、執行率は９７.５％でございます。 

 補正の主なもの及び事業目的、支出の内容に

ついては記載のとおりとなってございます。 

 以上で、一般会計の共通様式の説明を終わり

ます。 

 続きまして、様式１の事務事業予算、全額未

執行、細節５万円以上の状況について御説明を

させていただきます。 

 全額未執行につきましては、１件となってご

ざいまして、科目は１０款４項３目７節報償費

で、事業名、大沼婦人会館管理費の施設の維持

管理費、報償費で、こちら未執行額は１７万円

でございます。未執行の理由としましては、昨

年度は、例年に比べまして降雪量が少なかった

ため、大沼婦人会館の屋根の除排雪作業がな

かったため全額未執行という状況となってござ

います。 

 生涯教育課の決算状況の説明については、以

上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 質疑を終わります。 

 以上で、生涯教育課に対する審査を終了しま

す。 

 生涯教育課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

 ２時１０分より再開いたします。 

午後 １時５８分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１０分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 次に、スポーツ振興課の聞き取りを行いま

す。 

 スポーツ振興課長、お疲れさまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

します。 
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 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、スポーツ振興課長、お願いしま

す。 

 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 それでは、令和３年

度スポーツ振興課の決算状況について御説明申

し上げます。 

 共通様式ナンバー１、事業名、スポーツ振興

総務費でございます。当初予算２８４万４,００

０円、補正予算額１３０万５,０００円で、予算

現額４１４万９,０００円、支出済額３５７万

３,３６０円、不用額５７万５,６４０円、執行

率は８６.１％でございます。 

 補正予算、歳入、事業目的、主な支出は記載

のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業名、スポーツ

合宿事業費でございます。当初予算はなく、補

正予算額は２３５万８,０００円で、予算現額２

３５万８,０００円、支出済額は２３３万８,０

４２円、不用額は１万９,９５８円、執行率は９

９.２％となります。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りとなります。 

 続きまして、ナンバー３、事業名、体育施設

公用車管理費でございます。当初予算５６万９,

０００円、補正予算額はマイナス１２万２,００

０円、予算現額は４４万７,０００円で、支出済

額は４１万３,９５６円、不用額は３万３,０４

４円、執行率は９２.６％となります。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りとなります。 

 続きまして、ナンバー４、事業名、体育施設

管理費でございます。当初予算３,２５７万７,

０００円、補正予算額は３６０万６,０００円

で、予算現額３,６１８万３,０００円で、支出

済額は３,５１２万３２３円、不用額は１０６万

２,６７７円、執行率は９７.１％となります。 

 補正予算、歳入、事業目的、主な支出は記載

のとおりでございます。また、施設全体の内訳

と施設ごとの需用費内訳を記載しております。 

 続きまして、ナンバー５、事業名、体育施設

管理費(臨時交付金事業)でございます。当初予

算はなく、補正予算額は、３６９万６,０００円

で、予算現額、同額の３６９万６,０００円で、

支出済額も同額です。執行率は１００％となり

ます。 

 補正予算、歳入、事業目的、主な支出は記載

のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー６、事業名、パークゴ

ルフ場指定管理費でございます。当初予算８３

７万２,０００円、補正はマイナス１万９,００

０円、予算現額は８３５万３,０００円、支出済

額も同額で、執行率は１００％でございます。 

 補正予算、事業目的、主な支出は記載のとお

りでございます。 

 説明は、以上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 １点、ナンバー２のスポーツ合宿

誘致の件です。１２万９,０００円の誘致活動を

して、どのくらいの成果があったのかという形

でお聞きしたいのですけれども、成果として、

例えば誘致活動をしたところの相手が何か所

あって、そのうち何か所が参加したのか。 

 そしてまた、参加したチームの評価といいま

すか、どういう感想が出ているのか、その辺に

ついてお伺いしたい。 

○平松委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 誘致活動したチーム

につきましては、今回来ました５チーム全てで

ございます。当初、陸上合宿につきましては９

チームの予定していましたが、コロナ禍におき

まして４チームがキャンセルしてございます。 

 陸上チームからの要望といたしましては、陸

上トラックが近場にあるといいという要望等は

来てございます。 

 評価につきましては、交通量が少ないことに

よって、信号が少ないというのが一番なのです

が、選手が安心して練習できるというところが

最大のメリットと考えております。 
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 以上です。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 去年は９チームぐらい来ていたと

いうことで、今回は半分くらいになったという

ことなのですが、期間も限れた範囲内でやるこ

とになりますので、従来の９チームという数字

は、今の施設の活用状況の中では、かなり目

いっぱいに近いのかどうか、その辺について

ちょっと。 

○平松委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 お答えいたします。 

 期間が夏場に集中するものですから、宿泊施

設と、一番苦慮しているのが、来たときにお貸

しするレンタカーなのですが、皆さん希望する

のが１０人乗りだとか８人乗りのレンタカーを

希望しておりまして、夏季期間になりまして、

観光シーズンでもありますので、レンタカーの

確保について一番厳しいところでございます。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑ありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ。スポーツ振興補助の関

係ですけれども、令和３年、それ以前は従来ど

おりと言えばおかしいのですけれども、令和３

年から全道大会には１万円、全国大会には２万

円という、餞別的なものに改正があったという

ことですけれども、令和３年では実際に何人、

１４件と書いていますけれども、全道大会、全

国大会のそれぞれの人数と。 

 それ以前であれば、１４件、私は結構かかっ

ていたのではないかと思うのですけれども、以

前と比較してどのぐらい経費節減になっている

か、そこら辺、分かれば教えていただきたいと

思います。 

○平松委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 お答えいたします。 

 全道大会、全国大会の参加人数ですけれど

も、全国大会につきましては、令和３年度は２

件で、選手５名、監督１名でございます。合わ

せて１２万円を支出してございます。 

 全道大会につきましては、１２件、２６名の

選手に対して３９万２３３円支出してございま

す。 

 以前のスポーツ振興補助金でいきますと、全

道大会で、今回１２万円支払っていますけれど

も、基準に合わせると１５万７,３１０円。全道

大会につきましては、４２万６１３円に対して

３９万２３３円の支出となっております。合計

で５４万７,３４３円ということで、比較して１

２万１,９３０円が縮減されているところでござ

います。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 それぞれ出しておりますけれど

も、縮減が１２万円と、それだけ保護者という

か子供たちの負担になっている。今非常に経済

状況も厳しい中で、１２万円も保護者にかぶ

さっているということを考えると、以前に戻す

考えがあるかどうか、そこら辺だけ聞かせてく

ださい。 

○平松委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 お答えいたします。 

 全道大会でいきますと、今まで公共交通機関

を使わなければ交通費が出なかったところが、

今は車のガソリン代等を算出することによっ

て、限度額の１万円を支払えることになってお

り、全道大会におきましては、現在の補助金の

ほうが有利な状態でございます。 

 全国大会におかれましては、一律２万円です

が、近場の県でも遠くの県でも、一律２万円と

いうことで負担の差が大きく出る部分がありま

すので、そこは今後検討していきたいと考えて

おります。 

 全体でいきますと、全道大会に行くと以前よ

り多くなる形で、全国大会になると、以前の基

準からいくと少なくなる予定です。今言ってい

るのは、あくまで少年団だとかママさんバレー

だとか、そういう団体でして、これが学校の対

外競技から移った部分もありまして、部活動を

やっている方につきましては、今まで全額出て

いたのが基準に当てはめられて算出されるので

金額は極端に減っているような状況です。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 



－ 27 － 

○田村委員 考え方としては、全道、全国にお

いて、七飯町の看板を背負っていくのです。全

国の中では、七飯町というとてつもない名前を

売っているのです、子供たちが。そういうこと

を考えると、町も極力父兄の負担を軽減しなが

ら、子供たちに頑張ってもらうと。大いに七飯

町という看板を背負って頑張ってもらうという

ようなことを考えれば、もう少し。特に、話を

聞くと、道はそこそこかも分からないですけれ

ども、全国においては、見直しをするなど、も

う少し手厚い支援を考えたほうがいいのではな

いかと思いますけれども、そこら辺もう一度お

願いします。 

○平松委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 貴重な御意見ありが

とうございます。子供の全国大会につきまして

は、保護者も随行するパターンが多くて、子供

の分は少しでも多く支払っていけるように検討

させていただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 １点だけ。共通様式ナンバー

４のところで、体育施設管理費とあるのですけ

れども、たくさんある中で、トルナーレについ

て、令和３年度はどのくらい利用されたのかと

いうところで、どういうチームとか、どういう

大会でこれだけ使ったということで、もしあれ

ば報告いただきたいと思います。 

○平松委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋スポーツ振興課長 お答えします。 

 トルナーレにつきましては、各種大会等がほ

とんど中止になっておりまして、ほとんどが貸

し館でございまして、そちらのほうの資料につ

きましては、今手元にございませんので、後ほ

ど提出させていただきたいと思います。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 質疑を終わります。 

 以上で、スポーツ振興課に対する審査を終了

します。 

 スポーツ振興課長、御苦労さまでした。 

 次に、学校給食センターの聞き取りを行いま

す。 

 学校給食センター長、お疲れさまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

いたします。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは。学校給食センター長、お願いしま

す。 

 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、令和３

年度学校給食センターの決算状況についてです

が、御説明の前に一部訂正がございます。 

 共通様式ナンバー１の事業決算の具体的な内

容などの下から４行目、準要保護児童生徒の給

食扶助費の対象人数が３４３人となってござい

ますが、集計に誤りがあり、対象人数は３５０

人でございました。訂正をお願いいたします。

大変申し訳ありませんでした。 

 それでは、御説明してまいります。 

 共通様式のナンバー１、１０款教育費５項保

健体育費２目学校給食費、事業決算名、学校給

食センター運営費でございます。当初予算額１

億６,２８３万４,０００円、補正予算額マイナ

ス３４８万８,０００円、予算現額は１億５,９

３４万６,０００円、支出済額は１億５,８０２

万２,４０７円、不用額は１３２万３,５９３円

で、執行率は９９.２％となっております。 

 補正の主なもの、歳入、特定財源、事業目

的、支出の内訳は記載のとおりとなってござい

ます。 

 説明は、以上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 川上委員。 

○川上委員 予算書も見ていたのですけれど

も、ついていなかったのですけれども、１３節

使用料及び賃借料、学校給食センターにＡＥＤ

は備付けされていないのかどうか、その辺。 

○平松委員長 学校給食センター長。 
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○福永学校給食センター長 給食センター自体

にはＡＥＤは置いていなかったかと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 川上委員。 

○川上委員 私も分からないのですけれども、

例えば作業員が何人以上の場所には設置すると

か、したほうがいいというのがあるのか、もし

分かれば教えてください。 

 それと、給食センターで働く人員の数が分か

れば教えていただきたい。 

○平松委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 ＡＥＤの設置基準

については把握しておりませんでした。後ほど

分かった時点でお答えしたいと思います。 

 給食センターの調理員の数でよろしいでしょ

うか。調理員の数であれば２３名、そのほかに

栄養教諭が２名と職員が２名おります。 

 以上です。 

○平松委員長 ＡＥＤのことは後から報告があ

るということでいいですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 給食センターに関しては、水質汚

濁防止法の対象として、グリース・トラップの

装置といいますか、設置をして対応しているわ

けですけれども、水質汚濁法の環境基準は測っ

ているというか、検査をして、その水準を維持

しているのかどうか、その辺についてお伺いし

たい。 

○平松委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 グリース・トラッ

プの関係でございますけれども、グリース・ト

ラップは毎年１回業者のほうに委託しておりま

して、そちらのほうで清掃委託業務をしており

ますので、基準は満たしているものと考えてお

ります。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 数値の確認はしているでしょう

か。 

○平松委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 数値のほうですけ

れども、清掃業務が終わった後に出てきており

ますので、後ほど確認して、追加の資料として

お渡ししたいと思います。 

○平松委員長 ほかに質疑ありますか。 

 坂本委員。 

○坂本委員 地産地消の説明、ここで説明しな

くていいのか。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 今まさに出た地産地消用食材

購入費というのは、僕が資料要求したもので、

まず、ここに起算されているというか、この費

用が年間１,０００万円あって、執行は九百九十

何万円になっているのですけれども、学校給食

の献立なんかを見ると、プレななデーというこ

とで、月に２回ぐらい、ここで購入したものを

使って給食を提供しているようなのですけれど

も、一般の給食と地産地消を使ったプレなな

デーとの献立の１食当たりの費用というのは、

トータルではなくて、１食当たり、この日は１,

０００円、この日は５００円だとか、そういう

ものがもし分かれば、プレななデーというのは

１食当たりどのぐらいの費用になっているの

か、そこのところを教えてもらいたいのと。 

 今回出てきた購入先等、種類だとかいろいろ

あるのですけれども、これというのは、どこで

購入するかというのは、募集して、名簿みたい

なものがあって、それて選んでいるのか、ここ

以外で提供できるところがないのか、そういう

のはどうなのかというところを確認したいとい

うか、教えてほしいのですけれども。 

○平松委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 まず、プレなな

デーと普通の日の給食の単価ですけれども、メ

ニューが毎回違いますので、具体的に比較とい

うのはしておりませんけれども、七飯産の食材

自体を指定して買いますと、やはり普通の日よ

りは若干高くなっているという状況でございま

す。 

 どこで選んでいるのかという内容ですけれど

も、基本的には町内の業者で七飯産を扱ってい

るかどうかという部分と、栄養教諭が自ら足を

運んで各農家ですとか、そういったところで
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扱って、給食として提供ができるのかどうか、

そういうようなことも含めて、いろいろありと

あらゆるところから情報を仕入れるようにして

おります。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 そうすると、購入先というの

は、その都度の変わっていくというようなこと

なのですか。特別に、どこどこで何が提供でき

るか、単価というのですか、ロットというか、

このぐらい提供できないと給食としてはできな

いというのがありますので、そういうのも含め

て、購入先の内容というのは絶えず変わる可能

性があるということなのでしょうか。 

○平松委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 変わるものとしま

しては、野菜が、様々つくっている農家がおり

ますので変わる部分があります。時期になりま

すと、リンゴの部分も各果樹園でつくっている

部分がありますので、変わることはあります。

ただ、山川牛乳ですとか、王様しいたけ、そう

いったものはほかのところでつくっておりませ

んので、こちらのほうは固定している形でござ

います。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 つまらない質問かもしれませ

んけれども、ここに載っている牛肉とかは大沼

牛ということで考えていいのでしょうか。ここ

にあるものは全部七飯町で生産しているものと

考えていいわけですね、地産地消食材ですか

ら。大沼牛とは限らないのですか、ホルスタイ

ンもあるから、そこのところはどうですか。 

○平松委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 牛肉に関しまして

は大沼牛でございます。ほかの牛肉は入ってお

りません。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 質疑を終わります。 

 以上で、学校給食センターに対する審査を終

了します。 

 学校給食センター長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４１分 休憩 

───────────── 

午後 ３時０３分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 以上で、各課の聞き取り調査は全て終了しまし

た。 

 これより、町長への総括質問を行うかどうかを

決めていただきたいと思います。 

 総括質問はどういたしますか、委員の発言を求

めます。 

 横田委員。 

○横田委員 僕はお願いしたいと思います。今

回、小さな流用がすごく多い。１２月に閉めた

後にまた出てきたと言っているけれども、その

辺の計算の仕方がだらしないのか、もう少しき

ちっとやってほしいということがあって、き

ちっとやっている課もあるし、全然いいかげん

なという言い方はおかしいのですけれども、そ

ういうところもあるので、今後どういうふうに

町長が考えるのかということで、まず１点お願

いしたいということと。 

 ２点目が、道の駅の公募案件の中に、たくさ

ん利益が出て場合にはお金を返してくれという

のが今までのやり方で、今度は、最初に公募す

るときにそういうものを入れてくださいと。少

なくても指定管理者というのは、お金を戻すの

ではなくて、努力によって戻るということであ

るので、そのお金まで取るということになれ

ば、せっかく自分のところで企業努力した結果

が何も評価されないということと同じくなって

しまうので、その辺の考え方、そういうことを

入れるのかどうかということを考えていただき

たいということと。 

 企業版のふるさと納税の補助金ですけれど

も、全部で４件、２３０万円あったのですけれ

ども、その中には、今回の決算書の中にもあり

ましたけれども、落札業者の会社が寄附してい

るというのがある。それというのは、最初から
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そういう約束をしたわけでもないけれども、１

０万円寄附しますということがあったのかどう

かということもあるので、なるべくだったら企

業のふるさと納税というのはやめていただい

て、そこの社長が個人的にやりましたとかとい

うのだったら、まだ分からない部分があるから

いいのではないかと思うのですけれども、露骨

にそういうことをお願いしたのではないかと思

われるようなことはやらないほうがいいのでは

ないかと思うので、その辺の考え方を聞きたい

と思います。 

 それから、町有地の売却のときに必ず公募し

ていただきたいということを、公募しないで

やっている物件があったので、そういうものを

どういうふうに考えていくのかと。 

 もう１点が、アップル温泉のポンプの問題

で、２７１万６,９５０円、好日園となかの苑か

ら電気代として取っているというのがあったの

ですけれども、そういうのはきちっと三者で、

やるなら三者でやる。それから源泉については

うちのものだから、あなたたち自分のところで

掘りなさいというのだったら、そういうふうに

するとか、もう少し発想を考えていただきたい

と思う。そのために、たった１年何か月で駄目

になったからと交換だとか何とかと、そういう

お金も、町民が損したのではないかと思われる

ことのないような、そういう考え方で進めてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに、総括質疑に関する発言

は。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 僕も今、横田委員と同じよう

に総括質疑はやるべきだという立場で、自分と

しては３点、皆さんの同意をいただければ質問

していただきたいと思うことがあります。 

 まず１点目は、安全衛生委員会の議事録を見

させてもらいましたけれども、産業医を安全衛

生委員会の会議に参加させるようにすべきでは

ないか、法律の要件として。これについて確認

していただきたいと思います。 

 ２点目としては、道の駅なないろ・ななえの

借地問題なのですけれども、前町長は、オープ

ン当初から、借地契約をできるだけ早く解消し

たい旨を述べてきました。土地貸借契約では、

令和１９年３月３１日までとなっています。令

和２年度までの交渉で、所有者は売却しないと

の回答をしているとのことで、令和３年度は交

渉を全くしていないとの報告を受けています。 

 ついては、方針を変更して、当面借地のまま

で運営するということとし、土地購入が何年後

になるかによって町の負担がどのように変化す

るかシミュレーションし、町民に公表すべきで

はないかということで確認していただきたいと

思います。 

 最後、３点目として、横田委員のほうからも

出ていましたけれども、ちょっと考え方は違う

のかもしれないのですけれども、道の駅なない

ろ・ななえの指定管理者が決算上、利益を計上

した場合の対応について、少なくとも利益の２

分の１以上を町に納付することとするようにで

きないかどうか、令和４年度の公募では、寄附

金を納付金に変更する改正はありますが、指定

管理者からの提案を待った上で、それを評価し

ますという形になっていますので、町のほうか

ら基準を示す考えはないかどうかというところ

で確認していただきたいと思います。 

 それでないと、せっかく立派な道の駅も、町

に一銭も入ってこないというのは、どう考えて

もちょっとおかしいので、利益が出た場合に

は、きちっと取決めをすべきではないかという

ところを確認したいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 総括質疑に関する御意見、質

問、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 なければ、今２人の方から総括質

問を行うという意見がありましたので、総括質疑

を行うということで決定してよろしいですか。

（発言の声あり）川上委員の意見にありまし

た、これから総括質疑に関して、やるかやらな

いかの決定を皆さんの挙手にてお願いしたいと

思います。 

 総括質疑をやる方、挙手をお願いいたしま
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す。 

（賛成者挙手） 

○平松委員長 賛成多数ということで、総括質

疑を町長に対して行うということを決定いたし

ました。 

 質疑項目については、今お２人からありまし

たが、このほかに何かありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、横田委員と若山副委

員長から提出された意見を委員長、副委員長、

事務局と、併せて調整したいと思います。趣旨

は変えません。 

 次に、町長への総括質疑の方法ですが、例年

どおり委員長が代表で総括質疑を行い、その

後、各委員から町長へ質疑を行うことでよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、委員長のほうから代

表で総括質問を行うこととします。各委員に

は、委員長の代表総括質疑が終わってから町長

への質疑をお願いいたします。 

 町長総括の理事者側の出席者について確認い

たします。出席要求は、町長、副町長、教育長

の３名でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 いいですね。３名といたしま

す。 

 それでは、町長総括の理事者側の出席要求

は、町長、副町長、教育長の３名と決定いたし

ました。 

 明日の日程を説明いたします。 

 町長が午前中は公務が入っておりますので、

午後１時３０分から町長への総括質疑を行い、

終了後に認定の採決を行う予定です。 

 お諮りいたします。 

 本日予定していた審議は全て終了いたしまし

た。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって終了します。 

 次回の委員会は、１５日木曜日午後１時半か

ら町長への総括質疑を行いますので、よろしく

お願いいたします。 

 本日は御苦労さまでした。 

午後 ３時１２分 散会 
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